
橋梁点検業務委託 特記仕様書

第 1 章 総則

（適用）

第 1 条 この特記仕様書は、小鹿野町橋梁点検業務委託に適用するものとし、この特記仕様書に定め

のない事項については、埼玉県土木設計業務共通仕様書等によるものとする。

（業務の目的）

第2条 本業務は、小鹿野町が所管する橋長２ｍ以上の橋梁について、安全で円滑な交通の確保、沿

道や第三者への被害の防止を図るための橋梁に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得

ることを目的に実施し、損傷状況の把握、対策区分の判定、点検結果の記録を行うこととする。

（対象橋梁）

第 2 条 本業務の点検対象橋梁は、別表のとおりとする。

（管理技術者）

第3条 管理技術者は、本業務の技術上の管理を行うものとし、下記のいずれかの資格を有し、資格修

得後に橋梁点検又は橋梁（道路橋）の詳細設計を履行した実績を有する者とする。

一 技術士（総合技術監理部門：鋼構造及びコンクリート）

二 技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）

三 RCCM（鋼構造及びコンクリート）

（橋梁診断者）

第 4 条 本業務では、照査技術者に替えて、橋梁診断者を定めるものとし橋梁診断者は本業務におけ

る橋梁診断の責任者として下記のいずれかの資格を有し、資格修得後に橋梁点検を履行した実績を有

する者とする。

一 技術士（ 総合技術監理部門： 鋼構造及びコンクリート）

二 技術士（ 建設部門： 鋼構造及びコンクリート）

三 RCCM（鋼構造及びコンクリート）

四 「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿」に下記の

区分で登録された資格

・施設分野 ： 当該業務の対象橋梁に対応する区分

・業 務 ： 診断

・知識・技術を求める者 ： 担当技術者

2 前項一から三の資格を有する橋梁診断者は、前条の管理技術者と兼務することができる。

（橋梁点検員等）

第 5 条 本業務を実施する者は、橋梁に関して十分な知識と実務経験を有するものとする。

2 点検に携わる人員の名称、必要な要件及び作業内容は次のとおりとする。



一 橋梁点検員

橋梁点検員は、点検作業班を統括し、安全管理について留意して、各作業員の行動を把握するととも

に、点検補助員との連絡を密にして、点検調査を実施する。損傷状況の把握を行うのに必要な以下の

能力と実務経験を有するものとする。

ア 橋梁に関する実務経験を有すること

イ 橋梁の設計、施工に関する基礎知識を有すること

ウ 橋梁点検に関する技術と実務経験を有すること

二 点検補助員

点検補助員は、橋梁点検員の指示により、点検作業の補助を行うほか、点検台の移動操作、点検車

運転員及び交通整理員との連絡・調整を行う。

三 点検車運転員

点検車運転員は、橋梁点検員の指示に従い点検車の移動等を行う。

（業務計画書）

第6条 受注者は、契約後すみやかに橋梁点検や橋梁診断の実施体制を整え、本業務に必要な資料

収集、現地における径間毎の点検方法・計画を検討し、業務計画書を監督員へ提出するものとする。

2 現地踏査の結果等により、業務計画の内容に変更が生じた場合は、変更業務計画書を提出する

ものとする。

3 管理技術者及び橋梁診断者は、第 3 条および第４条の要件を満たすことを明記する。

4 橋梁点検員及び点検補助員と併用して点検支援技術（ドローンやポールカメラなど）を使用する場

合は、仕様及び使用方法、対象橋梁などを明記する。

（点検要領）

第7条 本業務は、「道路橋定期点検要領（令和6年3月 国土交通省道路局）」（以下「道路橋定期

点検要領」という。）に基づき実施するものとする。

第 2 章 業務内容

（現地踏査）

第 8 条 橋梁点検に先立って現場踏査を行い、橋梁の変状（劣化、損傷等）程度を把握するほか、現

地の交通状況、点検に伴う交通規制の方法等について現地の状況を調査記録するものとする。

2 排水桝あるいは支承周辺の土砂詰まりや不法占用者が橋下に存在して、点検作業に支障がある

場合には、監督員と協議すること。

3 橋梁緒元が誤っていた場合、監督員に報告すること。

（橋梁点検）

第 9 条 本業務の実施に際しては、下記の事項について点検・診断及び資料の作成を行うこと。

一 近接目視点検

梯子、脚立または橋梁点検車等を利用し、橋梁の全ての部材に近接（部材を触れる程度）し目視点

検を行うものとする。部材に変色や変状等が見られる場合は、点検ハンマーやノギス等の機器、用具も

用いて点検するものとする。また、点検状況の写真は径間毎に撮影し、点検調書に添付すること。



2 コンクリート部材にうきがみられた場合、応急措置（叩き落とし及び鉄筋の防錆処理）を実施した後

に損傷程度の評価を実施するものとする。なお、うきが広範囲におよび叩き落としが困難な場合は監督

員と協議すること。

3 前項の対策作業に必要な経費等は設計変更の対象とする。

4 点検を実際に行う際に、架橋位置の地形、交通状況、交差物件、障害物等によって、実施が困難

な場合には、監督員と協議するものとする。

5 橋梁点検員及び点検補助員と併用して点検支援技術（ドローンやポールカメラなど）を使用する場

合は、第 6 条第 4 項に従い、業務計画書を作成するとともに、内容について監督員と協議するものとす

る。

6 溝橋（カルバート）については、土被り（天端から歩車道等の上面の厚さ）を測定すること。なお、土

被り厚が測定の位置で異なる場合（車道部・歩道部等）は、最小値となる位置で測定すること。

7 防護柵の点検については、防護柵高さ（路面から柵面の上端までの高さ）および間隔（桟間隔およ

び部材と路面との間隔）も測定すること。

8 新技術利用については、「新技術利用のガイドライン（案）（平成 31 年 2 月国土交通省）」を参考に、

監督員と協議すること。

（点検調書作成）

第 10 条 点検結果をもとに、「道路橋定期点検要領」に定める道路橋記録様式（書式①、②、③）を橋

梁毎に作成するとともに、次の書式を当該様式に付加するものとする。なお、データの提出にあたっては、

次のとおりとする。

◎付加書式：前回点検との比較（書式④）、調査結果（書式⑤）、現況状況写真（書式⑥）、一般図

（書式⑦）、部材番号図（書式⑧）、損傷図（書式⑨）、損傷写真（書式⑩）

◎データ提出 書式①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩・・・・・・・・Microsoft Excel、PDF

※橋梁毎に１つのファイルにまとめること(各書式をシートで分ける)。

2 損傷調書の作成に当たっては、「橋梁定期点検要領（令和 6 年 7 月 国土交通省道路局国道・

技術課）」を参考として、調書作成を行うものとする。

3 点検によって緊急対応が必要と判断される損傷等を発見した場合は、直ちに監督員に報告するも

のとする。

4 橋梁の取り付け部分が擁壁構造になっている場合には、その擁壁部分の点検も合わせて実施す

ること。但し、記録様式は受注者が任意の様式を作成してよいものとする。

5 点検調書は「埼玉県道路メンテナンス会議」による検査を必要とするため、調書を作成後、監督

員に調書のデータを提出し、メンテナンス会議からの修正等の指示があった場合は、調書を修正するこ

と。

6 点検調書を「点検データ等登録システム」に登録するため、監督員が送付する「点検表一括登録

用リスト」のデータに、必要事項を入力し、監督員に提出すること。

（報告書作成）

第 11 条 上記結果を点検調書として報告書として作成するが、過年度成果との整合性に留意して行う

ものとする。また、点検結果一覧表（書式⑥）を作成すること。



第 3章 その他

（中間成果の報告）

第 12 条 監督員より中間成果の提出を求められた場合、速やかに提出するものとする。

（成果品）

第 13 条 本業務の成果品は、次のとおりとする。なお、成果品は全て小鹿野町の所有とし、小鹿野町

の承諾なくして他への公表、貸与等使用してはならない。

１ 点検報告書

２ 現場写真集

３ 電子データ

４ その他監督員が必要と認めたもの

（電子成果品の提出）

第 14 条 電子成果品は、データを格納した電子媒体（CD-R）により正・副各 1 部提出するものとし、電

子成果品によらないものは、従来どおり紙で納品する。

（打合せ）

第 15 条 打合せは、以下の区切りにおいて行うものとし、回数は 3 回とする。

一 業務着手時

二 業務中間報告時

三 業務完了時

2 業務に関する打合せ記録の整理は、受注者が行うものとし、打合せ後速やかに提出するものとす

る。

3 業務着手時及び業務完了時には、原則、管理技術者が立ち会うこととする。

（他機関との協議）

第 16 条 橋梁点検を実施する際に、河川管理者、鉄道会社、公安委員会及び他の道路管理者との

協議が必要となった場合は、監督員と協議したうえで、受託者が行うものとする。なお、協議に必要な経

費は受託者の負担とする。

（貸与資料）

第 17 条 発注者が貸与する資料は、次のとおりとする。

一 橋梁台帳の写し

二 過去の橋梁点検報告書及び電子データ

三 その他業務履行上必要な発注者の所有する資料

（安全管理）

第 18 条 受注者は交通状況や橋下の状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努

めるものとする。



（沿道対応）

第 19 条 本業務中に、沿道住民及び道路利用者から苦情のあった場合には、受託者において、誠実、

丁寧に対応するものとし、その結果を監督員に報告するものとする。

（疑義）

第 20 条 受託者は、業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。

（その他）

第 21 条 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。

2 点検実施により、詳細調査が必要と想定される場合はその都度、必要な調査の内容と理由、及び調

査費用の概算額を提示すること。



【書式（点検様式）】

書式①：道路橋記録様式（様式１） （Excel／Ａ４） 【国提出書類】



書式②：道路橋記録様式（様式２） （Excel／Ａ４） 【国提出書類】



書式③：道路橋記録様式（様式３） （Excel／Ａ４） 【国提出書類】



書式④：前回点検との比較 （Excel／Ａ４）



書式⑤：調査結果 （Excel／Ａ４）





書式⑥：現況状況写真 （Excel／Ａ４）



書式⑦：一般図 （Excel／Ａ４）



書式⑧：部材番号図 （Excel／Ａ４）



書式⑨：損傷図 （Excel／Ａ４）



書式⑩：損傷写真 （Excel／Ａ４）



書式⑪：点検結果一覧表 （Excel／Ａ３）



別表

1 水道橋 町道４１号線

2 花園第３橋 町道４３号線

3 北扶桑ヶ原橋 町道５２号線

4 寿鹿谷第１橋 町道５６号線

5 小判沢橋 町道５７号線

6 高田第１橋 町道５９号線

7 高田第２橋 町道５９号線

8 籠関第１橋 町道８５号線

9 上三都橋第２橋 町道８９号線

10 北町橋 町道８９号線

11 籠関第２橋 町道９０号線

12 籠関第３橋 町道９１号線

13 石田第１橋 町道１８８号線

14 中林橋 町道１０６号線

15 石田第２橋 町道１０７号線

16 早道場橋 町道１９０号線

17 田の入橋 町道１６２号線

18 寺下橋 町道１６４号線

19 厚生橋 町道２１５号線

20 堂の下橋 町道２３６号線

21 岩殿橋 町道７０２号線

22 岩殿沢第２橋 町道７０２号線

23 強矢橋 町道４７５号線

24 大駄橋 町道４６７号線

25 遠嶽橋 町道４６８号線

26 天狗岩橋 町道４１６号線

27 栃屋橋 町道４３２号線

28 コモカイ橋 町道２７３号線

29 綾橋 町道１７８号線

30 仲原橋 町道２３１号線

31 八重川橋 町道２５２号線

32 落合橋 町道２６７号線

33 小菅橋 町道４３１号線

34 新井橋 町道４３４号線



35 関口橋 町道２３４号線

36 西平橋 町道１６８号線

37 強矢下橋 町道４７６号線

38 中郷橋 町道１６５号線

39 大胡桃橋 町道両神 9 号線

40 坂戸橋 町道両神５３号線

41 大堤橋 町道両神２１号線

42 常木橋 町道両神 1123 号線


